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2021 年 1 月 4 日 No. 149（毎月 1 日発行） 

 

（台湾）新型コロナウィルス流行と対応の状況について 

台湾では、12 月 22 日に約 8 か月ぶりに域内感染者が

発生し、また海外からの感染者の渡航が増えている状況

です。そのような状況を受け、以下の通り対策を強化する

方針です。 

 

【マスク着用義務の強化】 

12 月 23 日交通部は駅構内でのマスク着用を義務化

し、違反した者には最高で 15,000 台湾ドルの罰金を科

すとの発表を行っています。従来は駅の改札内のみが義務

となっていました。 

【PCR 検査の義務化】 

12 月 30 日中央感染症指揮センターは 2021 年 1 月

1 日より、居留証を持たない外国人の台湾入境を原則的

に禁止すると発表しました。期間は 1 か月の予定となっています。 

引き続き、契約履行による労働許可取得者、台湾人配偶者、その他特別な許可取得者は渡航が可能です。 

【ノービザ滞在の再延長措置について】 

12 月 14 日内政部移民署は 3 月 21 日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が 180 日を超える場合

は、30 日間の滞在期間延長を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。こ

れにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。

ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。 
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・感染者・死亡者速報通知(2020 年 12 月 30 日付) 


